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企業年金と健康保険組合は、働く者とその家族の生活を支える基盤として、公的年金・医療保障の役割を担って

いる日本の社会保障制度において欠かせない存在である。両制度は、労使による保険者自治のもとで運営され、代

議員会や組合会を通じて加入者代表が重要事項を決定する仕組みを持つ。とりわけ過半数労働組合を有する事業所

では、労働組合役員が加入者代表として理事や代議員等を務めるケースが多いと考えられるものの、その関与の実

態やガバナンス機能の実効性は必ずしも明らかではなかった。こうした問題意識のもと、連合総研では2022年度

からの３年間、実証分析とヒアリング調査を実施し、労働組合の関与が制度運営に一定の影響を及ぼしている一

方、企業年金制度などではその関与が限定的である実態を確認した。 
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